
　京田辺市人事行政の運営等の状況を次のとおり公表する。

　　令和７年１０月１日

京田辺市長　　上　村　　崇　　

１　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の採用状況（令和６年４月１日～令和７年４月１日）

（国又は府との人事交流等職員を除く。）

（２）職員の退職の状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）

（国又は府との人事交流等職員を除く。）

（３）再任用(短時間勤務)職員の状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）

京田辺市人事行政の運営等の状況の公表

　京田辺市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年京田辺市条例第３８
号）に基づき、下記により報告します。
　なお、報告する内容については、総務省指定の給与実態調査、定員管理調査、勤務条件
等に関する調査、地方公務員制度実態調査等に基づいたものです。

記

R6.4.1～R7.3.31 R7.4.1

一般行政職 １４人 １４人

医療技術職 ３人 ６人

福祉職 ３人 ０人

保育士・保育教諭・幼稚園教諭職
（以下「保育士等」という。）

３人 ５人

消防職 ６人 ７人

任期付職員（保育士等） １人 ０人

任期付職員（保育士等以外） １人 １人

計 ３１人 ３３人

退職事由 人　数

定 年 退 職 １１人

早 期 退 職 ５人

普 通 退 職 ２１人

任期満了(任期付) ２人

その他免職等 ０人

計 ３９人

R6.4.1現在職員数 年度内異動数 R7.3.31現在職員数

３３人 ０人 ３３人
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（４）フルタイム会計年度任用職員の状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）

（５）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在　単位：人）

（任期付職員を含む。）

R6.4.1現在職員数 R7.3.31現在職員数

７０人 ６９人

職員数
対前年増減 主な増減理由

令和６年 令和７年

一
 
般
 
行
 
政

議会 6 6 0

総務企画 92 93 1
・再任用職員への配置換えによる減
・マイナンバー・戸籍ふりがな対応のための増
・ＷＭＧ対応のための増

税務 27 27 0

民生 180 182 2 ・幼保再編整備計画による増

衛生 65 65 0

労働 1 1 0

商工 5 6 1 ・（仮称）甘南備山展望施設等整備対応のための増

農林水産 12 12 0

土木 49 50 1 ・技術サポートセンター派遣による増

小　計 437 442 5

特
別
行
政

教育 88 85 △ 3

・幼小連携、教育支援センター強化のための増
・休職者代替のための増
・文化庁派遣による増
・幼保再編整備計画による減

消防 115 116 1
・通信指令の共同化、要員構成の平準化等を見据え
た採用計画による増

小　計 203 201 △ 2

普通会計　計 640 643 3

公
営
企
業
等

水道 29 27 △ 2 ・再任用職員への配置換えによる減

下水道 8 8 0

国保 6 5 △ 1 ・再任用職員への配置換えによる減

介護保険 18 18 0

その他 1 1 0

小　計 62 59 △ 3

合　計 702 702 0

2



２　職員の人事評価の状況

３　職員の給与の状況

（１）人件費の概要（令和６年度普通会計決算）

千円 千円

（２）職員給与費（令和７年度一般会計当初予算） （単位：千円）

（注）一般会計は、普通会計のうち休日応急診療所特別会計を除きます。

（  ）は、再任用短時間勤務職員数で、外書きです。

（３）平均給料月額・平均年齢（令和７年４月１日現在）

円 歳

円 歳

（４）職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

　人事評価は、職員がその職務を遂行するに当たって発揮した能力や業績について評
価を行い、その結果を人事管理の基礎として活用することを目的に実施するもので
す。
　本市においては、平成２４年１０月からの人事評価の結果を給与等へ反映してお
り、令和６年度も次のとおり、人事評価を実施したところです。

人事評価の実施（令和６年度）

評価方法 評価期間 評価内容

能力評価

令和５年１０月１日から令和６年９月３０日ま
での１年間及び令和６年１０月１日から令和７
年３月３１日までの半年間（能力評価期間変更
のための経過措置）

職員の姿勢、能力

業績評価
令和６年４月１日から令和６年９月３０日まで
と１０月１日から令和７年３月３１日までの半
年間ずつ

職員が年度当初に掲げた目
標の達成状況

※評価対象は原則として全職員（ただし、特別職等を除く。）

歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ／Ａ） (R5年度人件費率)

（Ｂ／Ａ）

32,398,841 7,681,474 23.71% 20.77%

（注）普通会計は、水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の公営企業会
　　　計並びに国民健康保険、松井財産区、介護保険及び後期高齢者医療の各特別
　　　会計を除きます。

職員数 給 与 費 一人当たり給与費

2,632,603 1,184,328 897,732 4,714,663

(Ａ) 給料 期末・勤勉手当 その他手当 計 (Ｂ)

6,716
(31)

区　分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 332,300 41.9

671
人

技能労務職 369,200 53.3

区　分 本　市 京都府 国

一般行政職
大学卒 225,600 228,500 220,000

高校卒 201,000 197,000 188,000
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（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

（６）一般行政職員の級別人員（令和７年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

（７）国との給料月額の水準比較（ラスパイレス指数）の状況

区　分 経験年数 10年以上～15年未満 15年以上～20年未満 20年以上～25年未満

一般行政職
大学卒 292,300 325,500 375,600

高校卒 272,300 293,800 　　　－

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続いて勤務していた場合の年
　　数です。
　　  ２０年以上２５年未満の高校卒については、該当者がありません。

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計

標準的な職
主事補
技師補

主事
技師

係長
主査
主任

課長補佐
係長

館長
所長

課長
部長

副部長

職員数 9 30 103 86 4 36 24 292

構成比 3.1 10.3 35.3 29.5 1.4 12.3 8.2 100

（注）一般行政職には、消防、税務、保育所、幼稚園、技能労務職等を含みませ
　　ん。

年　度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

一般行政職 100.7 100.4 99.8

（注）ラスパイレス指数とは、地方公共団体の職員構成が、国と同じであると仮
　　定した場合に、国の給料額を１００として求められる数値です。
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（８）職員手当の状況（令和７年４月１日現在）

・配偶者　月額3,000円

・子　月額11,500円

・その他　月額6,500円

○交通機関利用者（運賃相当額）

○自動車等使用者（燃料費相当額）

　主な手当

区　分 支給の内容
支給実績

対象職員数 平均支給額
地域手当 給料及び扶養手当の月額の合計の10％ 702人 33,300円

扶養手当 298人 21,100円

・満16歳の年度当初から満22歳の年度末までの
　子　月額5,000円加算

期末手当
勤勉手当
(一般職員)

（支給割合） 期末手当 勤勉手当 期末手当 期末手当
６月期 1.250 1.050 681人 934,100円

１２月期 1.250 1.050 勤勉手当 勤勉手当
計 2.50 2.10 673人 843,200円

通勤手当 602人 7,600円

　運賃等の額に応じ、６か月を超えない範囲内で、
月の初日からその月以後の月の末日までの期間とし
て規則で定める期間の通勤に要する運賃等に相当す
る額を支給

　通勤距離（2～60㎞以上）に応じて、月額2,300円
～24,500円を支給

住居手当
　家賃等を月額16,000円以上支払っている職員に対
し、家賃等の額に応じて、最高月額28,000円を支給

145人 26,900円

管理職手当

理事　　　　　73,000円
部長　　　　　69,000円
副部長・参事　52,000円
課長　　　　　48,000円
指導主幹　　　40,000円
所長　　　　　38,000円
統括主幹　　　31,000円

106人 49,000円

特殊勤務
手当

　著しく危険、不快、不健康、困難な勤務その他特
殊な勤務に従事する職員に支給

137人 31,300円

　　感染症防疫作業、じん芥収集等

時間外勤務
手当

　正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給す
る。

461人 65,200円

（注）職員数、平均支給額は、期末手当及び勤勉手当を除き、令和７年４月支
　　給実績で、百円未満は、四捨五入により処理しています。

（注）期末手当及び勤勉手当に係る実績は、令和６年度支給額です。また対象
　　職員数は、令和６年１２月支給基準日における支給実職員数です。
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（９）特別職の給与・報酬等（令和７年４月１日現在）

６月期　　
１２月期 計

６月期　　

１２月期 計

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間（令和７年度 標準的なもの）

（２）年次有給休暇の使用状況（令和６年１月１日～令和６年１２月３１日）

（３）育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の取得状況（令和６年度）（単位：人）

（４）介護休暇の取得状況（令和６年度）（単位：人）

区分 給料・報酬月額 期末手当

市　長 ８７５，０００円
1.900
1.900 3.80

副市長 ７３０，０００円 （給料＋地域手当＋役職加算額（（給料＋
地域手当）×15%））×3.80月分

議　長 ５１５，０００円 1.725

副議長 ４３０，０００円 1.725 3.45

議員
(委員長)

４０５，０００円
（報酬＋役職加算額（報酬×15%））×3.45
月分

議　員 ４００，０００円

１週間の勤務時間 執務時間 休憩時間

38時間45分 8時30分～17時15分 12時00分～13時00分

付与日数 取得日数 対象職員数 平均取得日数 取 得 率
（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） (Ｂ)／(Ｃ) (Ｂ)／(Ａ)
11,960 8,571.0 598 14.3 71.66%

（注）「付与日数」は当年付与分のみ（繰越分を含まない。）
　　「対象職員」とは、職員で令和６年１月１日から令和６年１２月３１日まで
　　の全期間を在職した職員（当該期間の中途に採用された者及び退職した者並び
　　に当該期間中に育児休業、休職等の事由がある職員並びに派遣職員を除く。)

男性 女性

令和６年度中の育児休業及び部分休業の取
得状況

うち令和６年度中に新規で取得した職員の
状況

育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

育児短時間勤務
取得者数

育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

育児短時間勤務
取得者数

女性
17 44 2 22 0

男性 女性 男性 女性
7 0

女性 男性 女性 男性
0

令和６年度中の介護休暇
の取得状況（全職員）

男　性 女　性
1 0

1 16 18 0
男性

6



５　職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度）

（１）分限処分の状況 （単位：人）

（２）懲戒処分の状況 （単位：人）

６　職員の服務の状況

（１）職務に専念する義務の免除の状況（令和７年４月１日現在）

（２）営利企業等従事許可（令和６年度）

○2025年農林業センサス統計調査指導員等（２１人）

分 限 処 分 事 由 降　任 免　職 休　職 降　給
勤務実績が良くない場合 0 0

心身の故障の場合 0 0 8

職に必要な適格性を欠く場合 0 0

その他 0 0 0

合　　計 0 0 8 0

懲 戒 処 分 事 由 戒　告 減　給 停　職 免　職
法令に違反した場合 0 0 0 0

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 0 0 0 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 1 0 0 0

合　　計 1 0 0 0

内　　容　　等
研修を受ける場合

厚生に関する計画の実施に参加する場合

京田辺市の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職
に属する事務を行う場合

京田辺市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位
を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

職員の教養を目的とする講習会その他これらに類するものであって京田辺市、国、他の
地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合

国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４６条又は第４９条の２第１項の規定に
より措置の要求若しくは審査を請求する場合

地方公務員法第５５条第１１項の規定により当局に対し、不満を表明し、又は意見を申
し出る場合

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２１条第１項の規定により教育に関する
他の事業又は事務を行う場合

職員が職員団体の交渉に当たる職員として勤務時間中に交渉に当たる場合

その他市長が特に認める場合
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７　職員の退職管理の状況

８　職員の研修の状況

（１）職員研修の実績（令和６年度）

①本市集合研修

新規採用職員研修

新任管理職研修

接遇訓練研修

ハラスメント防止研修

政策形成研修

人事評価研修

メンタルヘルス研修

職員障がい者活躍推進研修

②実地研修

③外部機関等への派遣、その他の研修

階層別研修・能力開発研修　等

専門実務研修

政策実務系研修

人材マネジメント部会研究活動

④自己啓発助成

通信教育 労働社会保険諸法令関係事務指定講習　他

資格取得 中型自動車免許　他

検定試験 ITパスポート

講習会受講 JPTECプロバイダーコース　他

　京田辺市職員の退職管理に関する規則（平成２９年４月１日施行）に基づき、営利
企業等に再就職した元職員に対して、退職前５年間の職務に属するものに関し、退職
後２年間、契約又は処分に関して元の職場の現職職員への働きかけを禁止していま
す。
　また、在職中に自らが最終決裁権者として決定した契約又は処分に関しては、期限
の定めなく、現職職員への働きかけを禁止する等しています。

名　称 概　要 受研者数(延べ人数)

階層別研修
７１人

１０人

専門研修

４７人

４０人

４０人

１５人

３７人

３５人

京都府市町村振興協
会

１４１人

市町村職員中央研修
所

０人

名　称 概　要 受研者数(延べ人数)

接遇実地研修
窓口案内業務、市組織における各業務内容の
把握と来庁者への接遇実践

７３人

ハラスメント防止研
修

ハラスメントについての知識を深め、職場の
ハラスメント防止を図る

６４人

名　称 概　要 受研者数(延べ人数)

全国市町村国際文化
研修所

５人

早稲田大学マニフェ
スト研究所

３人

民間企業等交流研修
Ａｍａｚｏｎカイゼン・リーダーシップ
研修

８人

名　称 概　要 助成者数
３人

６人

１人

７人
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⑤Ｗｅｂ動画研修提供サービス

公務扱いで勤務時間内に受研

公務でない扱いで勤務時間外に受研

９　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の健康管理に関する主要事業の実施状況（令和６年度）

765人 757人

4人 3人

43人 38人

683人 663人

（２）職員の福利厚生事業の状況（令和７年４月１日現在）

京田辺市職員みどり会

(一財)京都府市町村職員厚生会

（令和６年度）

本市会員数 ７０５人

公費負担金総額 １６，１５４千円

公費負担率 ３３．３％

会員一人当たり公費負担額 ２２，９１４円

（３）公務災害及び通勤災害の認定件数（令和６年度）

※会計年度任用職員等を含む。

１０　公平委員会の業務の状況（令和６年度）

４人

４１人

健康診断の種類 対象者 受診者数 受診率

名　称 概　要 受研者数
自主研修

Ｂ型肝炎予防事業 88.4%

ストレスチェック 97.1%

定期健診 99.0%

腰痛等健康診断 75.0%

自発的な学習

0

①

　会員の会費月３００円で、会員相互の親睦交流事業や体育行事参加者助成事業を
行っています。

②

　７市１１町村１６一部事務組合３関係団体で構成された一般財団法人により、地
方公務員法第４２条に基づく福利厚生事業が行われています。

　事業内容としては、スポーツ健康交流事業として軟式野球大会、駅伝大会等のス
ポーツ交流大会やスキー教室、健康文化講演会等を開催し、自己啓発等支援事業と
してライフデザイン講座や退職準備講座を、給付事業として、人間ドック利用助成
や結婚祝金、子育支援金、死亡弔慰金等の支給等を行っています。

公務災害 通勤災害

不利益処分に関する不服申立ての状況 0 0

13 2

業 務 の 種 別 新規件数 係属中の件数
勤務条件に関する措置の要求の状況 0
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